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律
令
制
大
臣
か
ら
み
た
光
仁
・
桓
武
期

土
　
　
居

　
　
嗣

　
　
和

は
じ
め
に

　
光
仁
・
桓
武
期
は
、
一
般
に
は
律
令
制
再
建
の
時
代
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
称
徳
期
が
道
鏡
を
起
用
す
る
な
か
で
政
治

的
混
迷
を
も
た
ら
し
た
の
に
対
し
、
光
仁
期
に
は
そ
う
し
た
混
迷
を
脱
却
す
る
政
策
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
は
、
当
該
期
の
特
徴
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
い
っ
ぽ
う
、
内
臣
と
い
う
官
職
に
光
仁
期
に
お
い
て
藤
原
良
継
・
魚
名
が
任
じ
ら
れ
て
い
る
【
表
一
】
こ
と
を
も
っ
て
、
藤

原
氏
内
部
で
の
主
導
権
争
い
も
生
じ
て
い
た
と
も
捉
え
ら
れ
て
い
る
（
１
）

。

　
た
だ
し
こ
れ
ら
の
見
解
に
つ
い
て
は
問
題
点
も
存
す
る
。
ま
ず
称
徳
期
と
の
対
比
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
光
仁
・
桓
武
期
が
平
安
時
代

の
初
期
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
奈
良
時
代
と
の
断
絶
に
主
眼
を
置
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
政

治
体
制
な
ど
が
突
然
に
変
わ
る
こ
と
を
想
定
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
政
治
的
混
迷
か
ら
の
脱
却
を
も
と
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
前

代
の
政
治
体
制
を
念
頭
に
置
か
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
た
ん
な
る
断
絶
と
は
評
価
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ

の
点
で
、
奈
良
時
代
の
政
治
制
度
、
と
く
に
律
令
制
大
臣
の
あ
り
方
な
ど
と
の
関
わ
り
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
ま
た
内
臣
を
通
じ
て
藤
原
氏
内
で
の
権
力
闘
争
の
み
を
論
じ
る
点
に
つ
い
て
も
疑
義
が
存
す
る
。
内
臣
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
内
臣
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表１　光仁・桓武期の内臣・律令制大臣・大納言

天皇 内臣 左大臣 右大臣 大納言

光
仁

桓
武

藤
原
良
継

藤
原
魚
名

藤
原
永
手

藤
原
魚
名

大
中
臣
清
麻
呂

藤
原
田
麻
呂

藤
原
是
公

藤
原
継
縄

神
王

大
中
臣
清
麻
呂

藤
原
魚
名

文
室
大
市

石
上
宅
嗣

藤
原
田
麻
呂

藤
原
是
公

藤
原
継
縄

藤
原
小
黒
麻
呂

紀
船
守

神
王

紀
古
佐
美

壱
志
濃
王

藤
原
雄
友

藤
原
内
麻
呂

宝亀元
※

宝亀２ ※

宝亀３

宝亀４

宝亀５

宝亀６

宝亀７

宝亀８
☆

宝亀９ ☆

宝亀 10

宝亀 11
★

天応元
★ ◇

延暦元
◇

延暦２

延暦３

延暦４

延暦５

延暦６

延暦７

延暦８

延暦９

延暦 10

延暦 11

延暦 12

延暦 13

延暦 14

延暦 15

延暦 16
▽

延暦 17
▽

延暦 18

延暦 19

延暦 20

延暦 21

延暦 22

延暦 23

延暦 24

大同元

・同一符号は、任官が継続して行われていることを示す。
・�内臣のうち、藤原良継については宝亀 8 年正月より内大臣、藤原魚名については宝亀 9 年 3 月より忠臣、宝亀 10 年正月より
内大臣となっている。
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就
任
者
が
藤
原
氏
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
性
格
と
し
て
藤
原
氏
内
で
の
立
場
に
注
目
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
あ
る
。
い
っ
ぽ

う
、
八
世
紀
の
内
臣
は
「
王
権
か
ら
の
個
人
的
信
任
に
よ
っ
て
、
大
臣
よ
り
も
低
い
位
階
を
帯
し
な
が
ら
も
専
制
的
権
力
を
発
揮
す
る
た

め
に
任
命
さ
れ
た
」
も
の
（
２
）

で
あ
っ
て
、
王
権
が
内
臣
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
か
と
い
う
視
点
こ
そ
本
来
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
こ
と
に
光
仁
・
桓
武
期
が
皇
権
の
伸
長
を
み
せ
る
時
期
で
あ
る
（
３
）

こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
な
ぜ
光
仁
天
皇
は
律
令
制
大
臣
と
は
別

に
内
臣
を
設
置
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
よ
り
検
討
す
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
藤
原
魚
名
左
降
事
件
の
検
討
に
あ
た
っ
て
、

天
皇
の
権
威
拡
大
を
は
か
る
光
仁
・
桓
武
天
皇
と
、
官
僚
貴
族
を
構
成
す
る
藤
原
氏
と
の
対
立
関
係
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
亀
田

隆
之
氏
の
指
摘
（
４
）

は
首
肯
さ
れ
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
関
心
に
も
と
づ
き
、
本
稿
は
次
の
よ
う
な
構
成
を
と
る
。
ま
ず
光
仁
期
に
つ
い
て
、
天
皇
即
位
の
事
情
に
ふ
れ
つ
つ
、

律
令
制
大
臣
と
内
臣
が
並
置
さ
れ
た
事
情
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
桓
武
期
に
お
い
て
律
令
制
大
臣
の
み
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
、
光
仁
期
と
の
比
較
や
桓
武
天
皇
の
行
動
と
の
関
わ
り
か
ら
考
察
す
る
。
以
上
を
通
じ
て
、
光
仁
・
桓
武
期
の
特
徴
を
、
当

該
期
の
律
令
制
大
臣
の
あ
り
方
に
注
目
し
な
が
ら
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

一
、
光
仁
期
に
お
け
る
律
令
制
大
臣

（
一
）
光
仁
天
皇
の
即
位
事
情

　『
続
日
本
紀
』
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
八
月
癸
巳
（
四
）
条
は
、
称
徳
天
皇
の
崩
御
か
ら
光
仁
天
皇
の
即
位
ま
で
の
事
情
を
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
（
以
下
、『
続
日
本
紀
』
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
）。

天
皇
崩
二

于
西
宮
寝
殿
一

。
春
秋
五
十
三
。
左
大
臣
従
一
位
藤
原
朝
臣
永
手
・
右
大
臣
正
二
位
吉
備
朝
臣
真
吉
備
・
参
議
兵
部
卿
従
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三
位
藤
原
朝
臣
宿
奈
麻
呂
・
参
議
民
部
卿
従
三
位
藤
原
朝
臣
縄
麻
呂
・
参
議
式
部
卿
従
三
位
石
上
朝
臣
宅
嗣
・
近
衛
大
将
従
三
位
藤

原
朝
臣
蔵
下
麻
呂
等
、
定
―二
策
禁
中
一

、
立
レ

諱
為
二

皇
太
子
一

。
左
大
臣
従
一
位
藤
原
朝
臣
永
手
受
二

遺
宣
一

曰
、
今
詔
久

、
事
卒
然
尓

有
依
天

、
諸
臣
等
議
天

、
白
壁
王
波

諸
王
能

中
仁

年
歯
毛

長
奈利

。
又
先
帝
能

功
毛

在
故
仁

、
太
子
止

定
テ

、
奏
流

麻
仁

麻
尓

宣
給

布止

勅
久止

宣
。

　
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
藤
原
永
手
、
吉
備
真
備
、
藤
原
縄
麻
呂
、
石
上
宅
嗣
が
禁
中
に
お
い
て
次
期
天
皇
を
議
す
る
な
か
で
、
称
徳
の

遺
宣
を
参
照
し
な
が
ら
白
壁
王
、
す
な
わ
ち
光
仁
天
皇
を
選
出
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
い
っ
ぽ
う
多
く
の
先
行
研
究
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
光
仁
天
皇
擁
立
に
際
し
て
は
、『
日
本
紀
略
』
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）

八
月
四
日
条
に
引
か
れ
る
「
百
川
伝
」
に
次
の
よ
う
な
異
伝
が
存
在
す
る
（
本
文
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
に
よ
る
）。

皇
帝
遂
八
月
四
日
崩
。
天
皇
平
生
未
レ

立
二

皇
太
子
一

。
至
レ

此
、
右
大
臣
真
備
等
論
曰
、
御
史
大
夫
従
二
位
文
室
浄
三
真
人
、
是
長

親
王
之
子
也
。
立
為
二

皇
太
子
一

。
百
川
与
二

左
大
臣
・
内
大
臣
一

論
云
、
浄
三
真
人
有
二

子
十
三
人
一

、
如
二

後
世
一

何
。
真
備
等
都
不 

レ

聴
レ

之
。
冊
二

浄
三
真
人
一

為
二

皇
太
子
一

。
浄
三
礭
辞
。
仍
更
冊
二

其
弟
参
議
従
三
位
文
室
大
市
真
人
一

為
二

皇
太
子
一

。
亦

〔
マ
マ
〕所

辞
レ

之
。

百
川
与
二

永
手
・
良
継
一

定
レ

策
、
偽
作
二

宣
命
語
一

。
宣
命
使
立
レ

庭
令
二

宣
制
一

。
右
大
臣
真
備
巻
レ

舌
無
二

如
何
一

。
百
川
即
命
二

諸
仗
一

冊
二

白
壁
王
一

為
二

皇
太
子
一

。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
吉
備
真
備
は
文
室
浄
三
を
推
し
た
も
の
の
、
藤
原
百
川
、
左
大
臣
＝
藤
原
永
手
、
内
大
臣
＝
藤
原
良
継
が
こ
れ
を
拒

絶
し
た
。
そ
し
て
百
川
ら
が
偽
詔
を
作
っ
て
白
壁
王
を
擁
立
し
た
と
し
て
い
る
。
彼
ら
が
白
壁
王
＝
光
仁
を
擁
立
し
た
事
情
に
つ
い
て
は

先
行
研
究
に
委
ね
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
『
日
本
紀
略
』
の
記
事
に
即
し
て
、
百
川
ら
が
擁
立
を
す
る
こ
と
で
光
仁
天
皇
の
即
位
が
可

能
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
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光
仁
天
皇
は
政
治
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
称
徳
天
皇
の
も
と
で
も
律
令
制
大
臣
と
な
っ
て
い
た
藤
原
永
手
、
吉
備
真
備
を
そ
れ
ぞ
れ

左
大
臣
、
右
大
臣
と
し
て
引
き
続
き
起
用
し
た
。
こ
の
う
ち
吉
備
真
備
に
つ
い
て
は
、
宝
亀
元
年
十
月
丙
申
（
八
）
に
老
齢
の
た
め
に
致

仕
を
申
請
し
て
い
る
。
し
か
し
光
仁
天
皇
は
、
兼
官
で
あ
っ
た
中
衛
大
将
を
解
く
の
み
で
、
右
大
臣
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
つ
と
め
る
よ

う
詔
し
て
い
る
。
こ
の
後
も
真
備
は
右
大
臣
を
続
け
た
よ
う
で
あ
り
、『
公
卿
補
任
』
宝
亀
二
年
の
吉
備
真
備
尻
付
に
は
「
三
月
日
致
仕
」

と
あ
る
。
大
中
臣
清
麻
呂
が
右
大
臣
に
就
い
た
の
は
宝
亀
二
年
三
月
庚
午
（
十
三
）
で
あ
る
（『
続
日
本
紀
』）
た
め
、
実
際
に
は
清
麻
呂

の
就
任
ま
で
右
大
臣
の
ま
ま
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
光
仁
天
皇
は
称
徳
期
に
お
い
て
大
臣
を
務
め
て
い
た
吉
備
真

備
の
経
験
を
利
用
し
た
と
推
測
で
き
よ
う
。

　
い
っ
ぽ
う
左
大
臣
永
手
に
つ
い
て
は
、
宝
亀
二
年
二
月
癸
卯
（
十
六
）
に
急
病
を
発
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
光
仁
天
皇
は
、
当
時
大
納

言
で
あ
っ
た
大
中
臣
清
麻
呂
に
詔
し
て
、「
大
臣
の
事
を
摂
し
行
」
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
永
手
は
そ
の
ま
ま
同
月
二
十
二
日
に
没
し
、

右
の
通
り
、
三
月
に
清
麻
呂
が
右
大
臣
に
就
任
し
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
こ
の
清
麻
呂
の
右
大
臣
就
任
に
加
え
て
、
さ
き
に
即
位
に
際
し
て
登
場
し
た
藤
原
良
継
が
内
臣
と
な
っ
て
い
る
。
律
令
制
大
臣
が

い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
内
臣
が
置
か
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
節
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

（
二
）
律
令
制
大
臣
と
内
臣
の
併
置

　
①
右
大
臣
清
麻
呂
と
内
臣
良
継

　
内
臣
に
つ
い
て
は
山
本
信
吉
氏
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
良
継
の
内
臣
就
任
に
つ
い
て
は
、
山
本
氏
が
次
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の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
良
継
が
藤
原
氏
の
主
導
権
を
握
り
つ
つ
、
同
時
に
大
中
臣
清
麻
呂
を
抑
え
て
太
政
官
の
中
心
と
な

る
た
め
に
、
内
臣
を
持
ち
出
し
て
こ
れ
に
就
任
し
た
と
し
て
い
る
（
５
）

。
こ
の
後
に
つ
づ
く
研
究
も
、
基
本
的
に
は
山
本
氏
の
よ
う
な
清

麻
呂
と
良
継
の
対
立
構
図
を
継
承
し
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
内
臣
に
就
く
の
は
何
よ
り
王
権

側
の
承
認
が
あ
っ
て
こ
そ
で
あ
り
、
そ
う
し
た
視
点
を
踏
ま
え
て
初
め
て
対
立
如
何
も
論
じ
ら
れ
よ
う
。

　
こ
こ
で
は
王
権
の
意
図
を
探
る
手
掛
か
り
と
し
て
、
王
権
が
律
令
制
大
臣
を
ど
う
と
ら
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
の

点
は
さ
き
に
別
稿
に
お
い
て
宣
命
を
素
材
と
し
て
検
討
し
、
①
律
令
制
大
臣
は
、
宣
命
な
ど
に
お
い
て
は
「
位
」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
律
令
制
以
前
か
ら
大
臣
が
一
つ
の
地
位
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
②
た
だ
し
称
徳
期
に
は
、
道
鏡
に
特
に

律
令
制
大
臣
と
同
等
の
「
位
」
を
与
え
る
一
方
で
、
藤
原
永
手
は
太
政
官
の
政
務
に
特
化
し
た
大
臣
と
す
る
べ
く
、
大
臣
と
い
う
存
在
を

「
官
」
と
み
な
し
て
こ
れ
を
与
え
た
、
と
い
う
結
論
を
得
た
（
６
）

。
つ
ま
り
律
令
制
大
臣
に
つ
い
て
、
天
皇
の
近
臣
で
あ
る
と
い
う
伝
統
的

な
あ
り
方
＝「
位
」と
、
律
令
制
に
も
と
づ
く
執
政
者
と
し
て
の
あ
り
方
＝「
官
」と
い
う
二
つ
の
側
面
が
、
称
徳
期
に
出
現
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
右
大
臣
を
「
官
」
と
表
記
し
た
天
平
神
護
二
年
正
月
八
日
宣
命
の
の
ち
、
同
年
十
月
に
は
再
び
左
大
臣
・
右
大
臣

と
も
に
「
位
」
と
表
記
す
る
宣
命
が
出
て
い
る
の
で
、
単
純
に
律
令
制
大
臣
の
二
面
性
が
光
仁
期
に
継
承
さ
れ
た
と
論
じ
る
こ
と
は
難
し

い
。
し
か
し
光
仁
期
に
お
い
て
律
令
制
再
建
に
乗
り
出
す
場
合
、
こ
の
よ
う
に
大
臣
の
多
様
な
側
面
に
注
目
す
る
こ
と
が
、
王
権
に
と
っ

て
は
一
つ
の
方
法
と
な
り
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
薨
伝
に
お
い
て
「
歴
―二
事
数
朝
一

、
為
二

国
旧
老
一

。
朝
儀
国
典
、
多
レ

所
二

諳
練
一

。
在
レ

位
視
レ

事
、 

雖
二

年
老
一

而
精
勤
匪
レ

怠
」（『
続
日
本
紀
』
延
暦
七
年
七
月
癸
酉
（
二
十
八
））
と
称
せ
ら
れ
た
大
中
臣
清
麻
呂
に
は
太
政
官
の
政
務
に

あ
た
ら
せ
（
＝
律
令
制
大
臣
の
「
官
」
的
側
面
）、
自
ら
の
即
位
に
貢
献
し
た
藤
原
良
継
に
は
側
近
（
＝
律
令
制
大
臣
の
「
位
」
的
側
面
）

と
し
て
政
務
に
あ
た
ら
せ
る
こ
と
と
し
た
（
７
）

と
い
う
の
が
、光
仁
期
に
お
け
る
右
大
臣
・
内
臣
並
置
の
背
景
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
（
８
）

。

　
内
臣
が
律
令
制
大
臣
に
準
じ
た
身
分
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
良
継
の
内
臣
就
任
に
際
し
て
、
宝
亀
二
年
三
月
壬
申
（
十
五
日
）
に
「
勅
、
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内
臣
職
掌
・
官
位
・
禄
賜
・
職
分
雑
物
者
、
宜
三

皆
同
二

大
納
言
一

。
但
食
封
者
賜
二

一
千
戸
一

」
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
基
本
的

に
内
臣
の
職
掌
な
ど
は
大
納
言
と
同
様
と
し
て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
食
封
を
「
千
戸
」
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
来
、
大
納
言

に
対
し
て
の
職
封
は
八
〇
〇
戸
、
左
右
大
臣
は
二
〇
〇
〇
戸
で
あ
る
（
養
老
禄
令
10
食
封
条
）
か
ら
、
内
臣
は
大
納
言
よ
り
優
越
し
た
地

位
で
あ
る
と
い
え
る
（
９
）

。
筆
者
も
か
つ
て
大
臣
の
地
位
的
特
質
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
日
本
の
律
令
制
に
お
い
て
は
大
臣
の
地
位
を

職
封
な
ど
の
「
職
分
」
と
い
う
枠
組
み
を
通
じ
て
保
証
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
１
０
）

。
こ
の
点
を
考
慮
し
て
も
、
良
継
の
就
任
し
た

内
臣
が
、
よ
り
律
令
制
大
臣
に
近
い
こ
と
が
首
肯
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
宝
亀
八
年
（
七
七
七
）
正
月
丙
辰
（
三
）
に
内
臣
を

内
大
臣
と
改
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。

　
た
だ
こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
大
中
臣
清
麻
呂
を
左
大
臣
と
し
、
藤
原
良
継
を
右
大
臣
と
す
る
よ
う
な
方
法
を
と
る
こ
と
も
で
き
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
倉
本
一
宏
氏
は
「
位
階
の
低
い
良
継
を
、
ほ
か
の
二
位
官
人
に
超
越
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
」
こ
と
か
ら
、良
継
を
右
大
臣
と
し
な
か
っ
た
と
み
て
い
る
（
１
１
）

。
た
だ
こ
こ
で
は
大
中
臣
清
麻
呂
を
な
ぜ
左
大
臣
と
し
な
か
っ

た
の
か
と
い
う
こ
と
を
も
併
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
林
陸
朗
氏
が
述
べ
た
、
大
中
臣
と
い
う
家
柄
を
考
慮
し
て
清
麻
呂

が
左
大
臣
就
任
を
憚
っ
た
と
す
る
見
解
が
参
考
に
な
る
（
１
２
）

。
こ
れ
ら
の
事
情
が
重
な
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）

十
二
月
乙
酉
（
二
十
）
に
は
清
麻
呂
が
致
仕
を
乞
う
た
た
め
、
清
麻
呂
を
新
た
に
左
大
臣
に
任
じ
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

右
大
臣
・
内
臣
と
い
う
形
が
長
く
維
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
た
い
。

　
先
行
研
究
で
は
右
大
臣
清
麻
呂
と
内
臣
良
継
と
が
併
存
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
両
者
の
牽
制
や
対
立
と
い
っ
た
政
争
を
背
景
に
見

出
す
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
田
中
正
日
子
氏
は
、
良
継
が
「
時
の
右
大
臣
大
中
臣
清
麻
呂
を
し
の
ぐ
政
治
の
担
当
者
と
な
っ

た
」
と
し
（
１
３
）

、
中
川
收
氏
も
内
臣
で
あ
る
こ
と
や
光
仁
擁
立
の
実
績
な
ど
に
よ
っ
て
、
良
継
は
大
中
臣
清
麻
呂
に
実
質
的
な
右
大
臣
の

職
掌
を
保
持
さ
せ
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
（
１
４
）

。
権
力
の
優
劣
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
指
標
に
基
づ
い
て
論
じ
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る

た
め
明
言
は
難
し
い
が
、
こ
こ
で
は
田
中
氏
、
二
宮
正
彦
氏
な
ど
と
同
様
に
、
当
該
時
期
の
官
符
に
お
け
る
宣
者
と
し
て
彼
ら
が
ど
の
よ
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う
に
表
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
か
ら
こ
れ
を
検
討
し
て
み
た
い
。『
類
聚
三
代
格
』、九
条
家
本
延
喜
式
紙
背
文
書（『
大
日
本
古
文
書
』

編
年
所
収
）
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
宣
旨
を
一
覧
に
し
た
の
が
【
表
二
―
一
】
で
あ
る
。

　
こ
の
表
で
は
全
二
十
五
例
中
、
右
大
臣
十
二
例
、
内
臣
十
二
例
、
判
別
保
留
一
例
と
な
っ
て
い
る
。
文
書
内
容
の
個
別
検
討
に
つ
い
て

は
省
略
に
従
う
が
、
事
書
か
ら
概
観
す
る
限
り
は
、
両
者
の
宣
す
る
内
容
に
明
確
な
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
。
二
宮
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、

当
時
の
太
政
官
で
は
清
麻
呂
と
良
継
の
権
力
が
並
立
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
１
５
）

。
し
た
が
っ
て
良
継
の
優
位
は
認
め
ら
れ
ず
、

林
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、
表
向
き
に
は
良
継
は
清
麻
呂
を
超
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（
１
６
）

。
ま
た
文
書
以
外
に
も
、
宝

亀
三
年
二
月
戊
辰
（
十
七
）
に
は
、
光
仁
天
皇
が
清
麻
呂
第
へ
行
幸
し
て
お
り
、
岩
本
次
郎
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
天
皇
と
清
麻
呂
と
の

間
に
は
信
頼
や
親
密
感
の
よ
う
な
も
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
１
７
）

。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
限
り
で
は
、
極
端
に
清
麻

呂
が
劣
勢
に
立
た
さ
れ
て
い
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
倉
本
氏
は
内
臣
を
「
官
僚
制
の
未
熟
な
奈
良
時
代
の
み
見
ら
れ
た
特
殊
な
例
外
」
と
と
ら
え
て
い
る
（
１
８
）

が
、
こ
こ
で
い
う
「
特
殊
」

な
事
情
と
は
、
称
徳
期
の
混
乱
を
収
束
さ
せ
、
律
令
制
に
即
し
た
王
権
と
い
う
あ
り
方
を
整
備
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

そ
れ
は
、
た
ん
に
「
官
僚
制
の
未
熟
」
な
こ
と
の
み
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
長
山
泰
孝
氏
は
、
光
仁
・
桓
武
父
子
の
負
っ

た
課
題
と
し
て
、
政
治
主
体
の
建
て
直
し
に
よ
っ
て
律
令
国
家
の
政
治
的
頽
廃
か
ら
脱
却
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
（
１
９
）

。

こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
王
権
の
主
体
性
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
た
称
徳
期
か
ら
転
換
し
、
王
権
が
主
体
性
を
も
ち
つ
つ
も
、
そ
れ
を
律
令
制

に
よ
っ
て
制
御
す
る
と
い
う
あ
り
方
が
、
光
仁
・
桓
武
に
求
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
律
令
制
へ
と
軌
道
修
正
を

さ
せ
る
た
め
に
、
律
令
制
に
も
と
づ
く
政
治
を
助
け
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
臨
時
的
な
官
職
で
あ
る
内
臣
を
光
仁
天
皇
は
設
け
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
律
令
制
に
即
す
る
と
い
う
点
を
強
調
し
た
存
在
と
し
て
、
右
大
臣
の
大
中
臣
清
麻
呂
を
置

い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
大
中
臣
清
麻
呂
が
す
で
に
就
任
時
点
で
六
十
九
歳
と
老
齢
で
あ
っ
て
、養
老
選
叙
令
21
で
は
「
凡
官
人
七
十
以
上
、

聴
二

致
仕
一

」
と
、
翌
年
に
は
彼
は
致
仕
が
認
め
ら
れ
る
年
齢
と
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
老
齢
の
清
麻
呂
へ
の
負
荷
を
軽
減
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表２-１　右大臣大中臣清麻呂―内臣藤原良継の官符

年月日 文書名（（　）は冒頭や内容を記載） 宣者 「奉勅」 典拠

宝亀 2.8.13 応禁断月六斎日幷寺辺二里内殺生事 内大臣 ○ 三代格 595

宝亀 3.5.20 （広瀬神社壱前） 右大臣 × ＊１

宝亀 3.5.22 応専当国飼御馬官人事 内大臣 ○ 三代格 574 ～ 575

宝亀 3.10.14 聴墾田事 右大臣 ○ 三代格 441

宝亀 3.12.19 （応奉幣神社） 右大臣 ○ ＊２

宝亀 4.2.8 （安倍猿島姓賜与） 内臣 ○ 大日古 21-272 ～ 273

宝亀 4.2.11 収献四天王寺田応班給位田併百姓口分田事 右大臣 ○ 大日古 21-273

宝亀 4.2.14 応解却武蔵国入間郡司等事 右大臣 ○ 大日古 21-273 ～ 274

宝亀 4.2.14 収献四天王寺田応班給位田併百姓口分田事 右大臣 ○ 大日古 21-274 ～ 275

宝亀 4.2.16 寺神封戸田租用正税応補充事 内臣 ○ 大日古 21-275 ～ 276

宝亀 4.2.16 （給禄三人） 内臣 × 大日古 21-276 ～ 277

宝亀 4.2.24 （皇太子封戸） 右大臣 ○ 大日古 21-277 ～ 278

宝亀 4.2.25 （合交易乾草） 内臣 × 大日古 21-278 ～ 279

宝亀 4.2.30 応修理佐保川堤六処 内臣 × 大日古 21-279 ～ 280

宝亀 4.3.5 応給宮人職事幷散事五位已上季禄事 内臣 ○ 大日古 21-280 ～ 281

宝亀 4?.-.- （合稲拾玖万束） 内臣 ○ 大日古 21-282 ～ 283

宝亀 4.8.27 （経典奉請） 内臣 ○ 大日古 22-181

宝亀 4. ｳ 11.23 （雑米未進事） 右大臣 ○ 貞観交 34

宝亀 4.12.4 神琴生二人事 右大臣 ○ 三代格 176 ～ 177

宝亀 5.3.3 応奉造四天王寺埝像四躯事 内大臣 ○ 三代格 45

宝亀 5.5.17 応大宰府放還流来新羅人事 内大臣 ○ 三代格 569

宝亀 5.7.23 （伊勢大神宮の処分） 右大臣 ○ 神宮雑 165 ～ 166

宝亀 5.8.27 応収神郡百姓逃亡口分田地子事 内[右ｶ ]大臣 ○ 三代格 16～ 17

宝亀 6.6.13
応科上祓祈年月次新嘗祭不参五畿内近江等国諸社

祝事
右大臣 ○ 三代格 35 

宝亀 8.3.28 （川原寺田地施入） 右大臣 ○ 大日古 6-597 ～ 598

【典拠略号】

 三代格…『類聚三代格』（頁数は新訂増補国史大系本）、大日古…『大日本古文書』編年、神宮雑…神宮雑例集（群

書類従所収）、貞観交…『貞観交替式』（頁数は新訂増補国史大系本）。 

＊１ 弥永貞三「大伴家持の自署ある文書」『日本歴史』42、1951 年 11 月。

＊２ 田中卓「新たに世に出た『宝亀三年太政官符』」『日本上古史研究』1‐12、1957 年 12 月。

・ 本表作成にあたっては、二宮正彦「内臣・内大臣考　―藤原朝臣魚名を主題として―」『続日本紀研究』9‐1、

1962 年 1 月、早川庄八「上卿制と議政官組織」『日本古代官僚制の研究』岩波書店、1986 年を参照した。なお

二宮氏の整理では日付記載の異なる同一文書についても取り上げていたが、ここでは一方のみを取り上げるこ

ととした。

・ なお表から明らかなように、『類聚三代格』本文は官符所収にあたって官符中の「内臣」をすべて「内大臣」と

書き改めていることが知られる。
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し
つ
つ
も
、
律
令
制
に
即
し
た
王
権
を
整
備
す
る
と
い
う
「
特
殊
」
な
事
情
に
対
応
す
る
た
め
に
、
自
ら
の
擁
立
に
貢
献
し
た
良
継
を
起

用
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
右
大
臣
、
内
臣
と
も
に
奉
勅
宣
が
目
立
つ
こ
と
も
、
光
仁
天
皇
が
主
体
と
な
っ
た
政
策
展
開
を
裏
付
け

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
律
令
制
に
即
し
た
王
権
と
い
う
点
で
は
、
宝
亀
八
年
（
七
七
八
）
五
月
己
巳
（
十
九
）
に
「
自
二

宝
字
八
年
乱
一

以
来
、
太
政
官
印
収
二

於
内
裏
一

、
毎
日
請
進
。
至
レ

是
、
復
置
二

太
政
官
一

」
と
い
う
処
置
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
宝
字

八
年
乱
、
す
な
わ
ち
恵
美
押
勝
の
乱
以
来
、
内
裏
に
納
め
ら
れ
て
い
た
太
政
官
印
が
、
太
政
官
へ
と
戻
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、

太
政
官
と
い
う
律
令
制
機
構
を
王
権
が
制
御
す
る
と
い
う
あ
り
方
か
ら
、
太
政
官
が
自
律
的
に
機
能
す
る
あ
り
方
へ
と
変
更
し
て
い
く
こ

と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
太
政
官
を
取
り
仕
切
る
存
在
が
、
政
務
に
熟
達
し
た
右
大
臣
清
麻
呂
と
、
光
仁
擁
立
に
貢
献

し
た
こ
と
を
通
じ
て
清
麻
呂
の
補
助
に
あ
た
る
こ
と
と
な
っ
た
良
継
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
２
０
）

。
換
言
す
れ
ば
、
右
大
臣
の
大
中
臣
清
麻
呂

に
は
律
令
制
に
基
づ
く
と
い
う
「
官
」
と
し
て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
、
内
臣
の
良
継
に
は
天
皇
と
の
近
さ
に
も
と
づ
く
「
位
」
と
し
て
の

存
在
を
根
拠
と
し
た
活
躍
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ゆ
え
に
良
継
は
大
臣
に
準
じ
る
権
限
を
与
え
ら
れ
、
宝
亀
八
年
正
月
に
「
内

大
臣
」
と
そ
の
称
が
改
め
ら
れ
、
さ
ら
に
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
八
年
九
月
丙
寅
（
十
八
）
条
の
彼
の
薨
伝
に
「
専
レ

政
得
レ

志
、
升
降
自
由
」

と
あ
る
よ
う
に
、
人
事
権
を
自
由
に
操
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
律
令
制
に
基
づ
く
王
権
か
ら
み
れ
ば
、
良
継
の
こ

う
し
た
行
動
は
抑
制
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
。
し
か
し
光
仁
天
皇
は
、
良
継
が
自
ら
の
擁
立
に
も
か
か
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
ゆ
え
に
、
彼

を
制
御
す
る
こ
と
ま
で
は
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
②
右
大
臣
清
麻
呂
と
内
臣
魚
名

　
光
仁
天
皇
は
律
令
制
に
も
と
づ
く
王
権
と
い
う
あ
り
方
の
構
築
を
図
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
支
え
て
い
た
内
臣
の
良
継
は
宝
亀
八
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年
（
七
七
七
）
九
月
に
病
没
し
た
。
こ
の
と
き
内
臣
を
廃
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
こ
と
も
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
は
宝
亀

九
年
三
月
乙
酉
（
三
）
に
内
臣
と
し
て
藤
原
魚
名
が
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
内
臣
設
置
の
継
続
理
由
と
し
て
は
、や
は
り
良
継
同
様
に
、

天
皇
と
の
近
さ
に
基
づ
い
て
大
中
臣
清
麻
呂
の
補
佐
を
つ
と
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
先
行
研
究
で
は
、
魚
名
に
つ
い
て
も
右
大
臣
清
麻
呂
と
の
権
力
対
立
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
倉
本
氏
は
、「
魚
名
に
ど
う
し
て
も
政
治

の
実
権
を
握
ら
せ
た
か
っ
た
王
権
は
、
魚
名
を
律
令
制
外
の
変
則
的
・
ミ
ウ
チ
的
官
職
で
あ
る
内
臣
」
に
就
け
る
こ
と
で
、「
清
麻
呂
を

牽
制
し
な
が
ら
、
魚
名
に
専
制
を
振
る
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
」（
２
１
）

と
み
て
い
る
。
権
力
対
立
を
明
確
に
裏
付
け
る
史
料
が
少
な
い
こ
と

か
ら
、
た
だ
ち
に
そ
の
当
否
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
は
良
継
と
同
様
に
文
書
を
つ
う
じ
て
検
討
す
る
こ
と
と

し
た
い
。

　
魚
名
が
内
臣
に
就
任
し
て
以
降
、
右
大
臣
・
内
臣
（
内
大
臣
（
２
２
）

）
の
み
え
る
太
政
官
符
は
【
表
二
―
二
】
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
を

み
れ
ば
天
応
元
年
に
右
大
臣
の
名
で
も
官
符
が
出
さ
れ
て
お
り
、
清
麻
呂
が
ま
だ
こ
の
段
階
ま
で
官
符
の
発
給
を
続
け
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
文
書
の
発
給
が
一
例
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
権
力
の
問
題
に
限
定
せ
ず
に
、
林
氏
の
い
う
よ
う
に
、
清

麻
呂
が
老
齢
で
あ
る
ゆ
え
で
あ
る
と
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
（
２
３
）

。

　
な
お
文
書
以
外
に
は
、
大
中
臣
清
麻
呂
は
宝
亀
十
年
五
月
庚
申
（
二
十
）
に
唐
客
を
自
邸
に
お
い
て
饗
応
し
て
い
る
。
大
臣
が
こ
の
よ

う
に
外
交
に
か
か
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
長
屋
王
が
詩
宴
を
開
い
た
こ
と
（『
懐
風
藻
』）
や
、
藤
原
仲
麻
呂
が
渤
海
使
を
自
邸
に
招
き

入
れ
て
い
る
こ
と
（『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
三
年
正
月
庚
午
（
二
十
七
））
に
も
通
ず
る
「
大
臣
外
交
」（
２
４
）

に
つ
ら
な
る
も
の
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
も
考
慮
す
れ
ば
、
一
概
に
王
権
が
清
麻
呂
の
権
力
牽
制
を
図
っ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
清
麻
呂
牽
制
と
い
う
目
的
よ
り
も
、
光
仁
天
皇
は
な
ぜ
魚
名
と
い
う
人
物
を
内
臣
と
し
た
の
か
と
い
う

こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
こ
そ
求
め
ら
れ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
良
継
が
式
家
で
あ
り
、
魚
名
が
北
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
、
藤
原
氏

内
部
で
の
主
導
権
争
い
が
内
臣
と
い
う
地
位
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
た
と
い
う
点
（
２
５
）

も
重
要
で
は
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
事
情
の
如
何
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を
問
わ
ず
、
な
ぜ
光
仁
天
皇
が
魚
名
を
任
じ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
は
検
討
し
た

い
。
こ
れ
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、『
続
日
本
紀
』
延
暦
二
年
七
月
庚
子
（
二
十
五
）

条
に
み
え
る
魚
名
の
薨
伝
に
「
八
年
、
授
二

従
二
位
一

。
年
已
長
老
、
次
当
二

輔
政
一

、
拝

為
二

内
臣
一

」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
良
継
と
同
様
に
律
令
制
に
基

づ
く
王
権
と
い
う
も
の
を
構
築
す
る
た
め
に
魚
名
を
内
臣
と
し
た
と
い
う
こ
と
が
、「
輔

政
に
当
た
る
」
と
い
う
語
か
ら
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
光
仁
天
皇
が
魚
名
を
選
ん

だ
理
由
は
、
山
本
氏
の
い
う
よ
う
に
、「
藤
原
氏
の
長
老
」
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
こ
と

に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（
２
６
）

。

　
ま
た
な
ぜ
良
継
の
末
期
の
よ
う
に
「
内
大
臣
」
と
し
て
初
め
か
ら
任
じ
る
の
で
は
な
く
、

「
内
臣
」
と
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、

光
仁
天
皇
が
で
き
る
か
ぎ
り
「
内
臣
」
の
権
限
を
制
御
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
魚
名
を
宝
亀
九
年
三
月
己
酉
（
三
）
に
「
内
臣
」
に
任
じ
な

が
ら
も
、
同
月
丙
子
（
三
十
）
に
は
改
め
て
「
忠
臣
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
に
も
関
連
し

て
い
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
腹
心
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
政
治
を
行
う
の
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
天
皇
の
命
に
即
し
て
忠
実
に
政
務
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
光
仁
天

皇
は
「
忠
臣
」
と
い
う
語
に
含
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
２
７
）

。

　
光
仁
天
皇
と
魚
名
の
関
係
に
つ
い
て
は
、『
続
日
本
紀
』
宝
亀
八
年
三
月
戊
辰
（
十
六
）

に
天
皇
が
魚
名
の
曹
司
に
行
幸
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
で
き
る
。
こ
こ
で
想
起
し
た
い
の

は
、
宝
亀
三
年
二
月
戊
辰
（
十
七
）、
同
九
年
四
月
甲
午
（
十
八
）
に
大
中
臣
清
麻
呂
の

表２-２　右大臣大中臣清麻呂―内臣藤原魚名の官符

年月日 文書名（（　）は冒頭や内容を記載） 宣者 「奉勅」 典拠

宝亀 10.8.25 応責国郡司受使無返抄事 内大臣 ○ 貞観交 39

宝亀 10.10.16 応加禁断事 内大臣 ○ 三代格 613

宝亀 10.11.29 禁断隠截事 内大臣 ○ 三代格 404

宝亀 11.6.16 （封一百戸施秋篠寺） 内大臣 ○ 三代格 347

宝亀 11.10.26 応京畿内七道諸国括部内浮宕百姓事 内大臣 ○ 三代格 384

宝亀 11.12.4 応禁制壊墳墓事 内大臣 ○ 三代格 591-592

宝亀 11.12.10 （東大寺封戸用途） 内大臣 ○ 三代格 346

天応 1.3.8 請加射田事・請置学校料田事 右大臣 ○ 三代格 466

天応 1.4.10 停鉄甲造革田事 内大臣 ○ 三代格 561

※典拠略号などについては、表２-１を参照のこと。
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第
に
も
光
仁
天
皇
が
行
幸
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
２
８
）

。
す
な
わ
ち
藤
原
氏
に
限
ら
ず
、
光
仁
天
皇
は
関
係
構
築
に
あ
た
っ
て
行
幸
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
称
徳
天
皇
も
天
平
神
護
二
年
（
七
六
六
）
二
月
に
藤
原
永
手
第
へ
行
幸
し
て
い
る
こ
と
を
も
踏
ま
え
れ
ば
、
天

皇
と
大
臣
と
の
関
係
構
築
の
方
法
と
し
て
行
幸
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
王
権
の
確
立
の
上
で

不
可
欠
の
こ
と
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
右
の
よ
う
に
あ
く
ま
で
天
皇
が
主
体
と
な
っ
て
関
係
を
構
築
し
て
こ
そ
、
内
臣
と
し
て
藤
原
魚
名
を
任
じ
る
こ
と
が
可

能
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
た
と
え
魚
名
の
要
請
に
よ
っ
た
（
２
９
）

と
し
て
も
、
最
終
的
に
は
王
権
が
主
体
と
な
っ
て
定
め

た
も
の
で
あ
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あ
っ
た
い
え
よ
う
。

　
た
だ
し
光
仁
天
皇
の
め
ざ
し
た
王
権
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
限
界
が
存
在
し
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
長
山
氏
が
論
じ
た
よ
う
に
、
本

来
王
権
そ
の
も
の
を
強
化
す
る
の
で
あ
れ
ば
藤
原
氏
の
勢
力
を
抑
制
す
る
べ
き
で
は
あ
る
も
の
の
、
自
ら
が
藤
原
氏
に
擁
立
さ
れ
た
存
在

で
あ
る
以
上
、
光
仁
天
皇
の
政
策
に
は
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
っ
た
（
３
０
）

。「
忠
臣
」
と
改
称
し
た
魚
名
を
、
宝
亀
十
年
正
月
朔
日
に
「
内

大
臣
」
と
し
た
こ
と
も
、
そ
う
し
た
光
仁
天
皇
の
王
権
の
限
界
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
王
権
の
回
復
に
は
、
光

仁
を
擁
立
し
た
藤
原
百
川
・
永
手
・
良
継
の
死
の
み
な
ら
ず
、
擁
立
さ
れ
た
天
皇
で
あ
る
光
仁
天
皇
自
身
が
譲
位
・
退
位
す
る
の
を
ま
た

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、
桓
武
期
に
お
け
る
律
令
制
大
臣

（
一
）
藤
原
魚
名
の
左
大
臣
就
任
と
そ
の
罷
免

　
王
権
像
の
再
構
築
の
た
め
に
光
仁
天
皇
は
右
大
臣
と
と
も
に
内
臣
を
置
い
て
政
策
を
展
開
し
た
が
、
い
っ
ぽ
う
で
そ
の
王
権
像
を
確
実

な
も
の
と
す
る
に
は
、
な
に
よ
り
光
仁
天
皇
自
身
の
置
か
れ
た
状
況
そ
の
も
の
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
光
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仁
天
皇
が
譲
位
し
、
つ
づ
く
桓
武
天
皇
の
即
位
を
ま
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
も
、
自
ら
の
政
策
を

展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
桓
武
天
皇
が
律
令
制
大
臣
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
天
皇
自
身
の
王
権
像
、
ひ
い
て
は
天

皇
の
政
治
理
念
に
結
び
付
い
て
い
た
と
い
え
る
。
以
下
、
こ
の
点
を
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
天
応
元
年
（
七
八
一
）
四
月
癸
卯
（
十
五
）
に
光
仁
天
皇
は
桓
武
天
皇
に
譲
位
し
、
こ
れ
に
伴
う
形
で
同
年
六
月
庚
戌
（
二
十
三
）
に

は
、
大
中
臣
清
麻
呂
が
致
仕
を
申
請
し
て
い
る
。
桓
武
天
皇
は
こ
れ
を
認
め
る
い
っ
ぽ
う
、
同
月
甲
寅
（
二
十
七
）
に
は
、
内
大
臣
で
あ
っ

た
藤
原
魚
名
を
左
大
臣
に
任
じ
て
い
る
。

　
こ
の
後
、
内
大
臣
の
設
置
は
十
世
紀
ま
で
見
ら
れ
な
く
な
る
が
、
ま
ず
そ
の
理
由
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
光
仁
期
に
お
い
て

内
臣
が
お
か
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
致
仕
を
申
請
し
て
い
る
と
は
い
え
政
策
の
展
開
に
必
要
で
あ
っ
た
右
大
臣
の
大
中
臣
清
麻
呂
を
お

き
つ
つ
、
政
策
展
開
を
助
け
る
存
在
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
さ
き
に
論
じ
た
。
ま
た
あ
く
ま
で
王
権
の
主
体
性
の
な
か
で
政
策

を
展
開
す
る
こ
と
を
求
め
た
も
の
の
、
結
果
的
に
は
光
仁
天
皇
自
身
の
即
位
事
情
の
関
係
か
ら
藤
原
氏
の
補
助
を
必
要
と
し
た
と
い
う
こ

と
も
、
内
臣
設
置
の
理
由
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
右
の
よ
う
な
事
情
は
、
桓
武
期
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
は
、
大
中
臣
清
麻
呂
の
致

仕
を
認
め
た
こ
と
で
、
内
臣
を
お
く
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
後
者
に
つ
い
て
は
、
桓
武
天
皇
が
光
仁
天
皇

か
ら
譲
位
を
受
け
て
即
位
し
た
天
皇
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
光
仁
天
皇
の
抱
え
て
い
た
よ
う
な
限
界
を
有
さ
な
い
と
い
う
違
い
が
生

じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、桓
武
天
皇
は
内
臣
を
こ
と
さ
ら
に
設
け
る
必
要
を
も
た
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
、

内
臣
（
内
大
臣
）
を
置
か
な
く
な
っ
た
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
内
臣
を
設
け
ず
律
令
制
大
臣
の
み
を
用
い
る
こ
と
こ
そ
が
、

本
来
律
令
制
に
即
し
た
王
権
に
と
っ
て
は
あ
る
べ
き
姿
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
な
お
光
仁
期
に
お
い
て
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
天
皇
に
よ
る
大
臣
と
の
関
係
構
築
に
つ
い
て
は
、
桓
武
期
に
は
よ
り
天
皇
の
主
体
性
が
強

調
さ
れ
る
な
か
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
特
に
示
さ
れ
た
出
来
事
と
し
て
、
天
応
二
年
（
七
八
二
）
六
月
乙
丑
（
十
四
）
に
お
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け
る
藤
原
魚
名
の
大
臣
罷
免
に
注
目
し
た
い
。『
続
日
本
紀
』
で
は
「
坐
レ

事
免
二

大
臣
一

」
と
の
み
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
詳
細
に
つ
い

て
は
不
明
で
あ
る
。
中
川
氏
は
藤
原
南
家
の
是
公
が
皇
后
を
め
ぐ
っ
て
魚
名
一
族
を
排
撃
し
よ
う
と
し
た
こ
と
（
３
１
）

や
、
種
継
に
よ
る
魚

名
排
斥
の
動
き
（
３
２
）

を
想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
見
解
に
は
疑
問
も
存
し
て
お
り
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
』
補
注
は
、

「
桓
武
の
政
治
姿
勢
と
の
関
連
の
上
で
考
察
す
べ
き
事
柄
と
思
わ
れ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
（
３
３
）

。
本
稿
も
こ
の
説
を
支
持
し
つ
つ
、
こ

の
事
件
が
当
該
期
の
貴
族
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
と
い
う
点
に
注
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
左
大
臣
で
あ
ろ

う
と
、
天
皇
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
は
容
易
に
与
奪
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
桓
武

天
皇
は
、
律
令
制
と
天
皇
制
の
両
立
を
め
ざ
す
な
か
で
こ
の
よ
う
な
専
制
を
行
使
し
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
奈
良
時
代
の
数
多
く
の
政

争
を
脱
却
す
る
た
め
の
方
途
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
二
）
天
皇
に
よ
る
律
令
制
大
臣
と
の
関
係
構
築

　
藤
原
魚
名
罷
免
の
の
ち
に
は
、
ほ
ぼ
断
絶
な
く
右
大
臣
が
任
じ
ら
れ
て
い
る
（
前
掲
【
表
一
】
参
照
）。
右
大
臣
が
存
し
な
い
時
期
が

一
年
前
後
続
く
場
合
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
律
令
の
規
定
の
通
り
、
大
納
言
が
政
務
を
代
行
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

　
以
下
、
魚
名
以
降
の
律
令
制
大
臣
に
つ
い
て
、
魚
名
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
天
皇
が
大
臣
の
あ
り
方
を
自
律
的
に
定
め
て
い
っ
た
の
か
、

ま
た
そ
う
し
た
な
か
で
大
臣
は
ど
の
よ
う
な
行
動
を
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
ま
ず
藤
原
田
麻
呂
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
国
史
に
は
見
ら
れ
ず
、
わ
ず
か
に
延
暦
元
年
七
月
庚
戌
（
二
十
九
）
に
、
参
議
以
上
の
官

人
と
と
も
に
天
皇
へ
服
喪
を
解
く
べ
き
こ
と
を
奏
上
す
る
の
み
で
あ
る
。
薨
伝
に
つ
い
て
も
特
に
彼
の
活
躍
を
示
し
て
は
お
ら
ず
、
大
臣

に
任
じ
ら
れ
た
事
情
に
つ
い
て
は
魚
名
が
罷
免
さ
れ
て
右
大
臣
の
席
が
空
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
納
言
で
あ
っ
た
田
麻
呂
が
昇
格
し
た
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と
い
う
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
藤
原
田
麻
呂
が
延
暦
二
年
三
月
丙
申
（
十
九
）
に
没
し
た
の
ち
、
同
年
七
月
甲
午
（
十
九
）
に
は
大
納
言
の
藤
原
是
公
が
右
大
臣
に
昇

格
し
て
い
る
。
是
公
に
つ
い
て
も
、
国
史
の
中
で
記
述
さ
れ
る
部
分
は
、
延
暦
四
年
六
月
辛
巳
（
十
八
）
に
是
公
が
官
人
の
代
表
と
し
て

慶
瑞
表
を
奉
っ
た
こ
と
、
延
暦
四
年
九
月
に
藤
原
種
継
が
暗
殺
さ
れ
た
と
き
に
は
留
守
官
と
し
て
同
じ
く
長
岡
宮
に
い
た
こ
と
（
い
ず
れ

も
『
続
日
本
紀
』）
の
み
で
あ
る
。
そ
の
人
物
像
に
つ
い
て
は
、『
続
日
本
紀
』
延
暦
八
年
（
七
八
九
）
九
月
戊
午
（
十
九
）
の
薨
伝
に
「
暁

―二
習
時
務
一

、
判
断
無
レ

滞
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
政
務
の
手
腕
に
つ
い
て
は
十
分
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
た
だ
延
暦
三
年
閏
九
月
乙
卯
（
十
七
）
に
は
、
天
皇
が
是
公
第
に
行
幸
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
、
宴
の
の
ち
に
是
公

の
三
男
の
弟
友
に
た
い
し
て
従
五
位
下
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
た
だ
ち
に
天
皇
に
よ
る
是
公
と
の
関
係
性
の
構
築
と
み
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
行
幸
を
つ
う
じ
て
天
皇
が
主
体
的
に
大
臣
に
か
か
わ
る
様
子
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
藤
原
是
公
が
延
暦
八
年
九
月
戊
午
（
十
九
）
に
没
す
る
と
、
大
納
言
の
藤
原
継
縄
が
右
大
臣
と
な
っ
た
。『
類
聚
国
史
』
三
二
に
は
、

延
暦
十
一
年
（
七
九
二
）
二
月
二
十
七
日
に
天
皇
が
藤
原
是
公
の
別
業
に
訪
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
是
公
は
こ
の
と
き
す
で
に
没

し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
継
縄
と
の
関
係
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
継
縄
に
つ
い
て
は
、
天
皇
が
そ
の
別
業
を
訪
れ
た
と

い
う
記
事
が
『
類
聚
国
史
』
な
ど
に
多
く
み
ら
れ
る
【
表
三
】。
こ
の
点
は
史
料
の
残
存
状
況
に
も
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
注
意
が
必
要
で
あ

る
が
、
前
二
者
と
異
な
り
史
料
に
頻
繁
に
表
れ
る
の
は
特
徴
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
田
中
氏
は
、
ほ
か
の
貴
族
た
ち
へ
の
対
応
を
も
含

め
て
、
平
安
遷
都
に
際
し
て
天
皇
が
貴
族
た
ち
に
対
し
て
配
慮
し
た
と
み
て
い
る
（
３
４
）

。
こ
れ
を
大
臣
に
援
用
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
天
皇
が
主
体
と
な
っ
て
律
令
制
大
臣
と
の
関
係
性
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
律
令
制
大
臣
の
な
か
に

天
皇
と
の
近
さ
と
い
う
「
位
」
の
性
格
を
改
め
て
収
斂
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
彼
の
手
腕
に
つ
い
て
は
、『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
五
年
（
七
九
六
）
七
月
乙
巳
（
十
六
）
条
の
薨
伝
に
「
継
縄
歴
二

文
武
之
任
一

、
居
二

端
右
之
重
一

。
時
在
二

曹
司
一

、
時
就
二

朝
位
一

、
謙
恭
自
守
。
政
迹
不
レ

聞
。
雖
レ

無
二

才
識
一

、
得
レ

免
二

世
譏
一

也
」
と
あ
る
（
本
文
は
集
英
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社
訳
注
日
本
史
料
に
よ
る
）。『
日
本
後
紀
』
全
体
に
共
通
す
る
辛
辣
な
人
物
評
と
な
っ
て
い
る

点
に
は
留
意
す
べ
き
も
の
の
、
引
用
部
分
か
ら
は
光
仁
期
の
大
臣
や
藤
原
是
公
に
み
ら
れ
た
よ

う
な
政
治
手
腕
が
彼
に
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
政
治
的
手
腕
の
な
い

な
か
で
も
右
大
臣
を
つ
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
理
由
と
し
て
は
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
桓
武

天
皇
が
大
臣
と
の
関
係
を
構
築
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
高
橋
富
雄
氏
が
指
摘
し

た
よ
う
に
、
天
皇
自
身
が
知
太
政
官
事
の
よ
う
に
き
わ
め
て
つ
よ
い
権
限
を
有
し
て
政
治
を
主

導
し
た
（
３
５
）

こ
と
も
、
継
縄
が
右
大
臣
を
つ
と
め
る
う
え
で
の
条
件
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
藤
原
継
縄
が
延
暦
十
五
年
七
月
に
没
す
る
と
、
約
二
年
間
、
左
右
大
臣
が
置
か
れ
な
い
状
況

と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
長
期
間
に
わ
た
っ
て
律
令
制
大
臣
が
置
か
れ
な
か
っ
た
の
は
、
長
屋

王
の
変
直
後
の
神
亀
六
年（
七
二
九
）
か
ら
天
平
六
年
（
七
三
四
）
ま
で
以
来
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
野
村
忠
夫
氏
が
、
大
納
言
で
あ
っ
た
紀
古
佐
美
が
形
式
上
と
は
い
え
政

府
首
班
と
な
っ
た
と
み
て
、
藤
原
氏
の
頽
勢
と
紀
氏
の
進
出
を
見
出
し
て
い
る
（
３
６
）

。
た
だ
し

紀
古
佐
美
は
継
縄
が
没
し
た
こ
と
を
受
け
て
よ
う
や
く
延
暦
十
五
年
七
月
に
大
納
言
に
昇
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
た
だ
ち
に
右
大
臣
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　
延
暦
十
六
年
四
月
に
紀
古
佐
美
が
没
し
た
の
ち
に
は
、
古
佐
美
と
と
も
に
大
納
言
に
昇
っ
て

い
た
神
王
が
右
大
臣
に
昇
進
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
律
令
制
大
臣
が
復
活
し
た
が
、
注
目
す
べ
き

は
神
王
と
い
う
皇
親
層
か
ら
の
大
臣
就
任
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
野
村
氏
が
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
神
王
は
桓
武
天
皇
の
従
兄
弟
関
係
に
あ
た
り
、
大
納
言
の
壱
志
濃
王
と
あ
わ
せ
て
血

表３　桓武天皇と藤原継縄

年 西暦 月 日 記事 典拠

延暦 12 793 2 28 別業に行幸。 『類聚国史』78

4 3 継縄奉献。 『日本紀略』

8 28 別業に行幸。 『類聚国史』32

11 2 別業に行幸。 『類聚国史』78

11 10 狩猟に継縄が同行。 『類聚国史』32

延暦 13 794 1 20 継縄奉献。 『類聚国史』78

4 28 継縄の荘園に行幸。 『類聚国史』32

延暦 14 795 10 16 別業に行幸。 『日本紀略』
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縁
・
婚
姻
関
係
者
を
執
政
に
用
い
る
と
い
う
点
で
桓
武
が
専
制
的
な
あ
り
方
を
示
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
３
７
）

。
こ
の
点
は

当
該
期
の
官
符
に
お
い
て
も
確
認
で
き
、
林
氏
は
多
数
の
官
符
が
神
王
の
宣
に
も
と
づ
く
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
ほ
と
ん
ど
奉
勅
宣
で

あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
当
該
期
の
議
政
官
組
織
が
「
桓
武
天
皇
の
忠
実
な
官
僚
と
し
て
存
在
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い

る
（
３
８
）

。

　
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
桓
武
期
の
大
臣
は
天
皇
自
身
に
よ
っ
て
関
係
が
確
立
さ
れ
て
い
る
人
物
が
多
く
を
占
め
て
お
り
、
政
務
に
巧
み

で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
天
皇
に
対
す
る
忠
実
さ
に
も
と
づ
い
て
大
臣
は
政
治
に
あ
た
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て

そ
れ
は
、
光
仁
期
に
お
け
る
律
令
制
大
臣
と
内
臣
の
並
立
状
態
を
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
奈
良
時
代
に
お
け

る
政
治
的
混
乱
か
ら
の
脱
却
を
意
味
し
た
と
い
え
る
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
二
章
に
わ
た
っ
て
考
察
を
進
め
て
き
た
が
、
そ
の
要
点
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　
ま
ず
光
仁
期
に
は
、
称
徳
期
に
み
ら
れ
た
「
官
」「
位
」
分
離
と
い
う
状
況
を
利
用
し
つ
つ
、
律
令
制
政
務
に
集
中
さ
せ
た
存
在
と
し

て
の
右
大
臣
、
そ
し
て
天
皇
と
の
近
さ
を
も
と
に
政
治
を
行
う
内
臣
と
い
う
二
者
を
並
立
さ
せ
る
こ
と
で
、
王
権
主
体
の
律
令
制
を
構
築

し
よ
う
と
し
た
。
も
ち
ろ
ん
大
臣
に
つ
い
て
は
「
官
」「
位
」
の
双
方
が
一
体
的
に
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
内
臣
と
い
う

存
在
を
律
令
制
大
臣
に
収
斂
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
が
、
右
大
臣
の
大
中
臣
清
麻
呂
が
す
で
に
致
仕
を
申
請
で
き
る
ほ

ど
の
老
齢
に
あ
っ
た
こ
と
、
天
皇
自
身
が
藤
原
氏
に
よ
っ
て
擁
立
さ
れ
た
以
上
、
藤
原
氏
の
就
く
内
臣
と
い
う
地
位
を
統
御
す
る
こ
と
が

困
難
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
光
仁
天
皇
は
こ
の
並
立
状
態
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
つ
づ
く
桓
武
期
に
は
、
大
中
臣
清
麻
呂
が
致
仕
し
た
こ
と
、
そ
し
て
天
皇
自
身
も
光
仁
天
皇
か
ら
の
譲
位
に
よ
っ
て
即
位
し
た
存
在
で
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あ
る
こ
と
か
ら
、
光
仁
期
に
存
在
し
た
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
内
臣
と
い
う
存
在
を
置
く
必
要
は
な
く
な
り
、

か
わ
り
に
内
臣
に
求
め
て
い
た
「
位
」
を
律
令
制
大
臣
に
収
斂
さ
せ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
桓
武
天
皇
は
藤
原
魚
名
の
罷
免
や
、
藤
原

是
公
・
継
縄
第
へ
の
行
幸
、
あ
る
い
は
婚
姻
関
係
者
と
し
て
の
神
王
の
起
用
な
ど
を
通
じ
て
天
皇
と
大
臣
と
の
近
さ
を
構
築
し
た
。
そ
し

て
天
皇
の
主
導
の
も
と
律
令
制
の
政
務
を
行
う
存
在
と
し
て
、
律
令
制
大
臣
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
氏
族
制
・
合
議
制
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
捨
象
し
、
あ
く
ま
で
律
令
制
大
臣
と
い
う
地
位
に
特
化
し
て
検
討
を
行
っ
た
。

し
た
が
っ
て
本
稿
で
得
ら
れ
た
主
張
の
当
否
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
氏
族
制
・
合
議
制
の
議
論
の
な
か
に
こ
れ
を
位
置
付
け
て
論
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
桓
武
天
皇
の
行
っ
た
公
卿
統
制
に
つ
い
て
は
そ
の
後
の
天
皇
の
も
と
で
変
化
が
生
じ
て
お
り
、
の
ち

に
は
内
大
臣
、
摂
政
・
関
白
と
い
っ
た
存
在
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
平
城
・
嵯
峨
天
皇
以
降
に
続
く
律
令
制

大
臣
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
必
要
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
議
論
す
べ
き
点
は
多
い
が
、
こ
れ
ら
は
今
後
の
課
題
と
し
、
今
は

大
方
の
ご
叱
正
を
乞
い
た
い
。 

註（
１
） 

山
本
信
吉
「
内
臣
考
」『
摂
関
政
治
史
論
考
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
、
初
出
一
九
六
一
年
。
二
宮
正
彦
「
内
臣
・
内
大
臣
考

　
―
藤

原
朝
臣
魚
名
を
主
題
と
し
て
―
」『
続
日
本
紀
研
究
』
九
―
一
、一
九
六
二
年
。

（
２
） 

倉
本
一
宏
「
内
大
臣
沿
革
考
」『
摂
関
政
治
と
王
朝
貴
族
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
一
九
九
一
年
、
一
一
四
頁
。

（
３
） 

田
中
正
日
子
「
奈
良
末
・
平
安
初
期
の
政
治
上
の
問
題

　
―
中
央
官
人
の
動
向
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
日
本
史
研
究
』
一
九
五
九
年
、
九
頁
。

（
４
） 

亀
田
隆
之
「
藤
原
魚
名
左
降
事
件
」『
奈
良
時
代
の
政
治
と
制
度
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出
一
九
八
九
年
、
一
九
八
～
一
九
九
頁
。

亀
田
氏
は
「
内
臣
ひ
い
て
は
内
大
臣
は
、
天
皇
に
と
っ
て
国
家
的
政
策
を
実
施
す
る
上
で
の
協
力
的
存
在
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
議
政

官
の
代
表
者
と
し
て
、
場
合
に
よ
り
対
峙
す
る
存
在
に
も
な
る
」
と
し
、
註
に
お
い
て
、「
こ
う
し
た
角
度
か
ら
も
う
一
度
、
良
継
・
魚
名

が
任
命
さ
れ
た
内
臣
―
内
大
臣
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
二
〇
五
頁
）。
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（
５
） 

山
本
前
掲
註
一
、四
一
六
頁
。

（
６
） 

土
居
「
宣
命
に
お
け
る
律
令
制
大
臣
の
地
位
表
現
」『
研
究
年
誌
』（
早
稲
田
大
学
高
等
学
院
）
六
四
、二
〇
一
九
年
。

（
７
） 
倉
本
氏
は
、
内
臣
が
王
権
と
の
つ
な
が
り
か
ら
力
を
持
っ
た
と
し
て
い
る
（
倉
本
一
宏
「
律
令
国
家
の
権
力
中
枢
」『
日
本
古
代
国
家
成
立

期
の
政
権
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
、
四
二
三
頁
。
前
掲
註
二
、一
一
四
頁
）。
た
だ
こ
の
点
は
、
本
来
は
律
令
制
大
臣
が
有
し

て
い
た
側
面
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
８
） 

中
川
收
氏
は
、
内
臣
が
大
臣
と
同
等
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
な
仕
組
み
を
創
出
し
た
の
は
、
光
仁
天
皇
の
独
創
で
あ
る
と
は
考
え
難
く
、

良
継
が
発
想
し
た
可
能
性
が
高
い
と
み
て
い
る
（
中
川
「
光
仁
朝
政
治
の
構
造
と
志
向
」『
奈
良
朝
政
治
史
の
研
究
』
高
科
書
店
、

一
九
九
一
年
、
初
出
一
九
八
〇
年
、
三
九
一
頁
）。
た
だ
そ
う
し
た
発
創
を
最
終
的
に
認
め
た
の
は
光
仁
天
皇
で
あ
り
、
ま
た
律
令
制
大
臣

が
先
に
記
し
た
よ
う
に
そ
の
性
格
を
変
化
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
や
は
り
王
権
が
主
体
と
な
っ
て
こ
れ
を
定
め
た
と
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

（
９
） 

米
田
雄
介
「
内
臣
の
系
譜

　
―
摂
関
制
の
成
立
前
史
―
」『
摂
関
制
の
成
立
と
展
開
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
、
四
二
頁
。
な
お
、
十

川
陽
一
氏
は
、
内
臣
の
食
封
や
奉
勅
宣
者
と
し
て
の
内
臣
の
あ
り
方
に
注
目
し
、
内
臣
が
太
政
官
に
と
り
こ
ま
れ
て
令
制
官
に
同
一
化
し

て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
十
川
『
天
皇
側
近
た
ち
の
奈
良
時
代
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
七
年
、
一
五
六
～
一
五
七
頁
）。

（
１
０
） 

土
居
「
律
令
制
大
臣
の
地
位
的
特
質
」『
史
学
論
叢
』
佐
藤
信
先
生
退
職
記
念
特
集
号
、
二
〇
一
八
年
。

（
１
１
） 

倉
本
前
掲
註
二
、一
〇
一
頁
。

（
１
２
） 

林
陸
朗
「
桓
武
朝
廟
堂
の
構
成
と
そ
の
特
徴
」『
桓
武
朝
論
』
雄
山
閣
、
一
九
九
四
年
、
初
出
一
九
六
九
年
、
三
五
頁
。

（
１
３
） 

田
中
前
掲
註
三
、一
一
頁
。

（
１
４
） 

中
川
收
「
光
仁
朝
の
政
治
的
動
向

　
上
」『
政
治
経
済
史
学
』
四
五
、一
九
六
六
年
、
四
頁
。

（
１
５
） 

二
宮
前
掲
註
一
、一
〇
頁
。

（
１
６
） 

林
陸
朗
「
桓
武
朝
の
太
政
官
符
を
め
ぐ
っ
て
」『
桓
武
朝
論
』
雄
山
閣
、
一
九
九
四
年
、
初
出
一
九
八
五
年
、
二
三
二
頁
。

（
１
７
） 

岩
本
次
郎
「
右
大
臣
大
中
臣
清
麻
呂
の
第
」『
日
本
歴
史
』
三
一
九
、一
九
七
四
年
、
五
〇
頁
。

（
１
８
） 

倉
本
前
掲
註
二
、一
〇
四
頁
。

（
１
９
） 

長
山
泰
孝
「
古
代
貴
族
の
終
焉
」『
古
代
国
家
と
貴
族
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
、
初
出
一
九
八
一
年
、
一
二
二
頁
。

（
２
０
） 

山
本
氏
は
、
内
臣
は
形
の
上
で
は
太
政
官
の
官
と
し
て
良
継
が
置
い
た
も
の
で
あ
る
と
し
（
前
掲
註
一
、四
一
六
頁
）、
橋
本
義
彦
氏
は
宮
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廷
の
枢
機
を
握
る
要
職
で
あ
る
内
臣
の
性
格
を
包
含
す
る
大
臣
、
す
な
わ
ち
「
内
臣
プ
ラ
ス
大
臣
」
で
あ
っ
た
と
す
る
（
橋
本
義
彦
「
勧

修
寺
流
藤
原
氏
の
形
成
と
そ
の
性
格
」『
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、一
九
七
六
年
、初
出
一
九
六
二
年
、二
八
五
～
二
八
六
頁
）。

さ
ら
に
二
宮
氏
は
内
臣
を
大
納
言
に
準
じ
て
官
制
化
し
た
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
（
二
宮
前
掲
註
一
、一
〇
頁
）。
た
だ
私
見
に
よ
れ
ば
、

内
臣
と
は
律
令
制
に
も
と
づ
い
た
王
権
を
構
築
す
る
た
め
の
役
職
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
律
令
制
を
現
実
的
に
運

用
す
る
と
い
う
目
的
か
ら
い
え
ば
「
太
政
官
の
官
」
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
、
従
前
の
内
臣
と
比
べ
れ
ば
大
臣
の
補
助
を
行
う
点
が
よ

り
大
き
な
部
分
を
占
め
る
こ
と
か
ら
「
内
臣
プ
ラ
ス
大
臣
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
律
令
制
を
施
行
す
る
た
め
の
役
職
で
あ
る
こ
と
か
ら

い
え
ば
内
臣
は
「
官
制
化
」
し
た
、
と
い
う
よ
う
に
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
２
１
） 

倉
本
前
掲
註
二
、一
〇
四
頁
。

（
２
２
） 

表
二
―
一
に
お
い
て
も
述
べ
た
よ
う
に
、『
類
聚
三
代
格
』
で
は
す
べ
て
内
大
臣
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
『
類
聚
三
代
格
』

編
纂
に
い
た
る
ま
で
の
間
に
、
原
格
の
字
句
の
改
変
が
行
わ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

（
２
３
） 

林
前
掲
註
一
六
、二
三
二
頁
。

（
２
４
） 

佐
藤
信
「
古
代
の
『
大
臣
外
交
』
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
村
井
章
介
・
佐
藤
信
・
吉
田
伸
之
編
『
境
界
の
日
本
史
』
山
川
出
版
社
、

一
九
九
七
年
、
九
五
～
九
八
頁
。

（
２
５
） 

田
中
前
掲
註
三
、八
頁
。
二
宮
前
掲
註
一
、一
一
頁
。
中
川
前
掲
註
八
、三
九
八
頁
。

（
２
６
） 

山
本
前
掲
註
一
、四
一
七
頁
。

（
２
７
） 

忠
臣
へ
の
改
称
理
由
に
つ
い
て
は
、
山
本
氏
は
「
藤
原
氏
が
代
々
の
天
皇
に
仕
え
て
忠
で
あ
っ
た
い
う
家
格
の
昂
揚
」
や
、「
自
己
の
藤
原

氏
内
に
お
け
る
立
場
の
強
化
を
計
っ
た
」
も
の
と
し
て
、
魚
名
が
主
体
と
な
っ
た
改
称
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
（
山
本
前
掲
註
一
、四
一
八

頁
）。
一
方
、
米
田
氏
は
、
天
皇
の
信
任
に
よ
っ
て
藤
原
百
川
が
「
内
外
機
務
」
に
関
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
（『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
年
七

月
丙
子
条
藤
原
百
川
薨
伝
）
こ
と
と
の
重
複
を
避
け
る
た
め
に
改
称
し
た
と
す
る
（
米
田
前
掲
註
九
、五
四
頁
）。
そ
し
て
木
本
好
信
氏
は
、

魚
名
が
良
継
体
制
か
ら
の
脱
却
を
図
る
た
め
に
改
め
た
と
し
て
い
る
（
木
本
「
藤
原
魚
名
」『
藤
原
北
家
・
京
家
官
人
の
考
察
』
岩
田
書
院
、

二
〇
一
五
年
、
初
出
二
〇
一
四
年
、
一
五
一
～
一
五
二
頁
）。
た
だ
王
権
側
が
魚
名
を
起
用
す
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
た
場
合
に
は
、
や

は
り
光
仁
天
皇
が
主
体
と
な
っ
て
、
忠
実
な
臣
下
と
さ
せ
よ
う
と
し
て
改
名
し
た
と
考
え
る
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
２
８
） 

岩
本
氏
は
、
光
仁
期
で
邸
宅
に
行
幸
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
の
は
清
麻
呂
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
は
光
仁
天
皇
の
信
頼
や
親
密
感
に
も
と
づ

く
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
岩
本
前
掲
註
一
七
。
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（
２
９
） 

中
川
前
掲
註
八
、三
九
八
頁
。

（
３
０
） 

長
山
前
掲
註
一
九
、一
二
二
頁
。

（
３
1
） 
中
川
收
「
桓
武
朝
政
権
の
成
立

　
下
」『
日
本
歴
史
』
二
八
九
、一
九
七
二
年
、
九
三
～
九
四
頁
。

（
３
２
） 
中
川
收
「
左
大
臣
藤
原
魚
名
の
左
降
事
件
」『
國
學
院
雑
誌
』
八
〇
―
一
一
、一
九
七
九
年
、
九
四
頁
。

（
３
３
） 『
続
日
本
紀
』
五
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
五
七
一
頁
（
亀
田
隆
之
氏
執
筆
）。
な
お
亀
田
前
掲
注
四
を
も

参
照
。

（
３
４
） 

田
中
前
掲
註
三
、一
六
頁
。

（
３
５
） 

高
橋
富
雄
「
平
安
初
期
の
性
格
規
定
に
つ
い
て
」『
日
本
歴
史
』
二
四
八
、一
九
六
九
年
、
七
頁
。

（
３
６
） 

野
村
忠
夫
「
桓
武
朝
後
半
期
の
一
・
二
の
問
題
」『
古
代
学
』
一
〇
―
二
・
三
・
四
、一
九
六
二
年
、
二
三
一
～
二
三
二
頁
。

（
３
７
） 

野
村
前
掲
註
三
六
、二
三
二
頁
。

（
３
８
） 

林
前
掲
註
一
六
、二
三
四
・
二
四
六
頁
。


